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申請期限は令和８年３月１３日
現在のところ申請期限の延長があるかどうかは「未定」としか通知されていません。

※居宅介護支援事業所は「訪問・通所・短期滞在系」に該当



17



18



19



20



21



22



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59231.html

・助成金申請方法
・支援事業者一覧
・パソコンの設定に関する手順書
・そのほか詳しい情報
などは、上記厚生労働省のホームページへアクセスください。
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